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八王子市の取り組み!

子宮頸がん検診"#$検査検証事業!
精度管理事例など!

八王子市医療保険部成人健診課!
成人健診・がん検診担当!
課長補佐!兼!主査 菅野!匡彦!

平成%&年'%月%日!

「がん」にならない／「がん」による早すぎる死を防ぐ／笑顔あふれる健康なまちづくり!
八王子市がん予防推進計画 基本理念 

'!

子宮頸がん検診について!
サーベックスブラシの導入 ２３年度!

ベセスダ分類への移行を
視野!
検体採取器具を原則、
サーベックスブラシに統一!
不適正検体減少!
%%年度! '(件)'*+(&'件!

⇒%,年度!-件)'(+%.(件!

 約')/に減少!

%!
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ベセスダ分類に移行 ２４年度!

日母併記ながらも、!
ベセスダ分類に移行!
ブラシ配布で医療機関!
現場が慣れていたため、
スムースでした!

,!

指針の改定に対応!

子宮がん検診⇒子宮頸がん検診へ %-年度!

/!

指針改定に伴い、子宮頸
がん検診に変更!
自覚症状などにより体部
細胞診が必要な場合は、
医療として実施!
!
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液状検体の導入!%-年度、%&年度!

%-年度!
検査検証事業の"#$感染判断のみ!
!
%&年度!
すべての検診を液状検体に移行!
これにより、不適正検体がさらに減少!

-!

ＨＰＶ検査検証事業の参加概要!%-年度!

'0内容!
厚生労働省が開始する"#$!（ヒトパピローマウイルス）検査!
検証事業に参加します1国補助')% 単年度事業2!

!
実施期間!
平成%-年'3月'&日～平成%&年%月%*日!

!
対象者!
３０歳、３５歳、４０歳のがん検診!
無料クーポン券対象の女性で、!
"#$検査を希望する方!
!
対象団体!
適切な精度管理の下でがん検診を実施している、!
厚生労働省が認めた市区町村1全国で,-団体程度2!

&!
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送った通知について!
①クーポン券再受診勧奨通知（ハガキ）!

発送日 *月,3日1金2!
発送数 '3+333通程度!

.!

送った通知について!
②受診券4説明書!

発送日 '3月''日1金2!
発送数 '3+333通程度!

細胞診"#$%検査 受診券!

説明書!

リーフレット!

*!
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取り組んだ!

受診勧奨通知～新たな知見!
行動科学に基づく!
定性調査と定量調査!
インタビューによる仮説!
視座を変える!
顔認知（アイキャッチ）!
行動指示（今すぐ○○を！）!
共感（家族のしあわせ）!

実配布による効果検証!

(!

自分事化メッセージ!
共感5正しい情報5お得感5行動指示!

'3!
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自分事化メッセージ!
共感5正しい情報5お得感5行動指示!

''!

"#$検査検証事業結果!
1簡単分析2!

3!

%33!

/33!

&33!

*33!

'333!

'%33!

月別受診割合!

受診者数!

'%!

受診者数 %+%/&人!
 '3～'月 '+'&,人 %月 '+3*,人!

半数は!
%月に受診!

④細胞診4"#$検査!
受診再勧奨ハガキ!

発送日 '月%/日1金2!
発送数 約'3+333通!
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"#$検査検証事業結果1簡単分析2!

3036!

-036!

'3036!

'-036!

%3036!

%-036!

,3036!

全体! ,3歳! ,-歳! /3歳!

受診券利用率!

利用率!

',!

3036!

%036!

/036!

&036!

*036!

'3036!

'%036!

合計! ,3歳! ,-歳! /3歳!

#$%陽性率!

陽性率!

参考7利用者数 %+%/&人 '月末に再受診勧奨!
 '3～'月 '+'&,人 %月 '+3*,人!

陽性者数 '&3人!

,3歳の!
陽性率が
高い!

若い世代
の利用が
多い!

 精度管理状況 平成%/年度検診実施分（都精度管理評価事業()'/提出） !
（単位：％）

胃がん
検診

肺がん
検診

大腸がん
検診

乳がん
検診

子宮頸がん
検診

①受診率 目標値

がん検診を受けた者 八王子市 4.3 11.6 15.9 15.9 18.8

②要精検率 許容値 11.0以下 3.0以下 7.0以下 11.0以下 1.4以下
がん検診を受けた者のうち、

要精検となった者 八王子市 3.8 0.9 8.8 8.6 1.5

③精検受診率 目標値
許容値 80.0以上 70.0以上

八王子市 95.1 90.4 79.7 97.0 92.3

④精検未受診率 目標値
許容値

八王子市 3.3 3.1 12.2 0.8 2.7

⑤精検未受診･未把握率 目標値
許容値

八王子市 4.9 9.7 20.3 3.0 7.8

⑥陽性反応的中度 許容値 1.0以上 1.3以上 1.9以上 2.5以上 4.0以上
要精検のうち、

実際にがんであった者 八王子市 2.3 14.9 4.5 4.4 5.7

⑦がん発見率 許容値 0.11以上 0.03以上 0.13以上 0.23以上 0.05以上
検診受診者のうち、

実際にがんであった者 八王子市 0.09 0.14 0.39 0.38 0.09

10.0以下
30.0以下

要精検のうち、

精密検査を受診した者

要精検のうち、

精密検査を受診しなかった者

要精検のうち、精密検査を受診

しなかった、または受診したか

どうか不明である者

5.0以下

90.0以上

40.0 50.0

70.0以上

20.0以下

高ければ高いほど、あるいは低ければ低いほど良い値には、目標値1全国上位'362が設定さ
れている。       !赤枠!

'/!
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年度別 宮頸がん精密検査受診率 
（平成20年度~平成24年度） 

許容値 
(70.0%以上) 

91.3% 
86.4% 

75.0% 

88.9% 92.3% 

0.0% 

20.0% 

40.0% 

60.0% 

80.0% 

100.0% 

H20 

(n=104) 

H21 

(n=184) 

H22 

(n=204) 

H23 

(n=18) 

H24 

(n=297) 

（精検受診率） 

（年度） 

（要精検者数） （ ） 
※出典 平成21年度~平成23年度 地域保健・健康増進事業報告（H20~22年度実績） 
    平成24年度~平成25年度  東京都 がん検診精度管理評価事業（H23~24年度実績） 

標値 
(90.0%以上) 

治体別 宮頸がん精密検査受診率×受診者数 
（平成22年度） 

0.0% 

20.0% 

40.0% 

60.0% 

80.0% 

100.0% 

0  5000  10000  15000  20000  25000  30000  

※受診者数が30000 を超える16 治体は削除 
※ い丸印で したものが 王 市 
※出典 平成23年度 地域保健・健康増進事業報告（22年度実績） 

（精検受診率） n=1,594（精検受診率に報告がある 治体数） 

（ ） 
（受診者数） 

標値 
(90.0%以上) 

許容値 
(70.0%以上) H22 

王 市 

(参考) 
H24 
王 市 
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研究フレーム全体!

'.!

精検結果把握のポイント!

精密検査協力医療機関
を紹介!

精密検査結果報告書を!
市 医師会 医療機関!

で共有!

アプローチは徹底的に!

集団には集団の!
個別には個別の!
攻め方!

比較・競争の原理!

資料3
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精検結果把握の仕組み!

'(!

医師会から精密検査協力医療機関を推薦!

受診時に検診結果と精検結果を医師会と市が活用することの同意を得る 

要精検者に精密検査協力医療機関一覧と精密検査依頼書・結果報告書を配付 

要精検者は、検診結果のパンチデータで把握 

精検結果は、精密検査機関⇒市⇒八王子市医師会⇒一次検診実施医療機関で把握 

未把握分は受診勧奨兼結果把握アンケートなどでフォロー 

アンケートで結果を捕捉した数が多い検診実施医療機関、精密検査協力医療機関には、医師会
を通じ、協力依頼 

１枚目 精密検査依頼書 
(精密検査協力医療機関用)!

２枚目 精密検査報告書 
(一次検診実施医療機関用) 

３枚目 精密検査報告書 
(医師会用) 

４枚目 精密検査報告書 
(市役所用) 

精密検査依頼書兼報告書!

%3!
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要精密検査 追跡フロー!

!

%'!

精密検査機関 
受診 

一次検診機関 八王子市医師会 八王子市 
結果把握 

提
供!

提
供!

①精検結果報告書 〠!郵送!

受診者・要精検対象者・(結果未把握者) 

②精検結果連絡有無確認!

精検結果連絡有無連絡!

医療機関別精検結果一覧!

市は直接評価せず、
医療機関自身が評価
できる材料を提供!
!

%%!

医療機関名
を匿名化!

自院の番号
をお知らせ!

他院と比較!

資料3
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"#$検査検証事業分の後追い!
1%-年度分2!

個別に検診実施医療機関から「'%ヵ月後再検」へ受診の働きかけ!

%&年度1'3月～%月2!

'次1検診実施医療機関2に要治療者、'%ヶ月後再検者の結果確認!
「'%ヵ月後再検」となっていた方のうち、未把握の方に「再検査受診勧奨!兼!結果
把握アンケート」を実施予定!
最終的には、個別に電話!

%.年%月!

%-年度受診者への子宮頸がん検診個別受診勧奨!
要治療者には、その後の治療など「経過確認アンケート」実施!

%.年度!

%,!
※後追いは研究班に委ねることも検討しましたが、医療機関との協力関係が密接な市で、当面行う予定です。!

ご清聴を感謝 
いたします。 

八王子市医師会 
八王子市医療保険部成人検診課 

平成25年11月9日(金)  %/!

資料3

12



 

 

資料4-1

1



 

 

資料4-1

2



 

 

資料4-1

3



 

 

 

資料4-1

4



 
平成 26年度 HPV検査検証事業のフォローアップ調査事業計画書（概要） 

 
 
1. 事業を実施するための体制や実施計画について 
1） 背景・目的 
厚生労働省は平成 25年度のがん検診推進事業において、子宮頸がんについて若年層の罹

患が増加および死亡率の上昇から、従来の細胞診に加え、海外で一定程度有用性が認めら

れている HPV（ヒトパピローマウイルス）検査について、検査を導入する場合の課題およ
び最も適切な実施方法を検証するために、HPV検査検証事業を実施した。この事業では、
日本で HPV検査の有効性が証明されていないこともあり、同時に厚生労働科学研究費補助
金（がん臨床研究事業）による「子宮頸がん検診における細胞診と HPV検査併用の有用性
に関する研究」（研究代表者：青木大輔）が採択され、検査の有用性を評価する研究が開始

された。この研究班は、平成 26年度も厚生労働科学研究委託費（革新的がん医療実用化研
究事業）において採択され、現在も引き続き検証研究が実施されている。 
上記青木班では、HPV検査による検診は有効性が認められていない介入であることと、

長期間の追跡が必要であるという理由から、検査検証事業で HPV検査を実施した対象者す
べてではなく、介入および長期の追跡に同意の得られた対象のみを研究対象としている。

平成 26 年度 HPV 検査検証事業のフォローアップ調査事業（以降、フォローアップ事業）
においては、上記青木班において検討対象となっていない、青木班の研究には同意しなか

ったが、平成 25 年度の HPV 検査検証事業（以降、検証事業）に参加したすべての人を対
象とし、要精検率、精検受診率、および陽性反応適中度やがん発見率等のプロセス指標を

把握することを第一の目的とする。また、青木班の研究対象の地域は研究実施上の精度管

理上の要件をみたすことが可能な自治体に限定しており、検証事業に参加していない自治

体においても HPV検査をがん検診として提供している自治体もあるため、これらの自治体
における検診の体制や精度を調査することを目的とする。その他、自治体の検診事業を支

える立場である検診を実施する医師や検査技師の検診の精度管理における実施状況を直接

的に把握するため、日本臨床細胞学会や日本婦人科検診学会において学会員に対する、自

治体の検診を中心とした実施状況および、精度管理の方法に関する調査を実施する。 
 

2） 対象・方法 
① 検証事業の事業報告に関する調査 
平成 25年度 HPV検査検証事業に参加した 34市町村自治体に対し、HPV検査を実
施したすべての対象について、HPV検査結果と細胞診の検査結果を通常の地域保健・
健康増進事業報告と同様の形式で報告するように求める。 
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② 検証事業以外で実施されている HPV検査に関する調査 
厚生労働省による「市区町村におけるがん検診の実施状況調査」では、平成 24年度
の検診事業について調査されており、子宮頸がんについては 59市区町村自治体がHPV
検査を実施していると回答している。平成 25年度の検証事業に参加した 34自治体は、
それまでに HPV 検査を実施していない自治体であっため、少なくとも 59 自治体は検
証事業とは関係なく HPV 検査を実施していると考えられる。平成 25 年度に検証事業
に参加しないで HPV検査を実施していた自治体に対し、①と同様の事業報告をしても
らうことで、HPV検査に関するより詳細な状況を把握することができる。また、検証
事業に参加した自治体と参加していない自治体との比較も可能である。 

 
③ 子宮頸がん検診に関与する医師・検査技師への調査 
自治体の検診事業を支える立場である検診を実施する医師や検査技師の検診の精度

管理における実施状況を把握するため、日本臨床細胞学会や日本婦人科検診学会にお

いて学会員に対する、自治体の検診を中心とした実施状況および、精度管理の方法に

関する調査を実施する。 
 

2. 地方行政や医療機関等との協力体制及び調査票案について 
1） 実施スケジュール 

① 検証事業の事業報告に関する調査 
平成 26年 10月～11月： 
事業報告の形式の作成および対象自治体に対する調査実施に関する連絡等 
平成 26年 12月： 
事業報告依頼および報告の受付 
平成 27年 1月～3月 
回収した事業報告のデータクリーニングおよび、修正依頼等を実施後、集計および 
報告書の作成 

 
② 検証事業以外で実施されている HPV検査に関する調査 
事業報告の形式の作成等については①と同様 
平成 26年 10月～11月： 
対象自治体の特定（厚生労働省との連携） 
平成 26年 12月： 
事業報告依頼および報告の受付 
平成 27年 1月～3月 
回収した事業報告のデータクリーニングおよび、修正依頼等を実施後、集計および 
報告書の作成 
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③ 子宮頸がん検診に関与する医師・検査技師への調査 
平成 26年 10月～11月： 
調査対象学会の選定および調査票の作成 
平成 26年 12月： 
調査依頼および調査の実施 
平成 27年 1月～3月 
回収した調査データのクリーニングおよび、集計し、報告書の作成 
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厚生労働省「平成 26年度 HPV検査検証事業のフォローアップ調査事業」 
のご説明 

 
 
１．事業概要 
	
 厚生労働省がん検診推進事業において実施された平成 25 年度 HPV 検査検証事業の	
 	
 
フォローアップとして、子宮頸がん検診において HPV検査を導入した場合の精度管理状況
の把握と分析を目的とします。 
 

２．実施主体 
	
 厚生労働省の委託により、独立行政法人国立がん研究センター（事務局：がん予防・検

診研究センター	
 検診研究部）が実施します。 
また、本事業は、厚生労働科学研究費補助金「子宮頸がん検診における細胞診と HPV検査
併用の有用性に関する研究（研究代表者 青木大輔）」（以下 青木班）と共同で実施します。 

 
３．事業内容 
	
 平成 25年度に HPV検査を実施した市区町村（「平成 25年度 HPV検査検証事業」への
参加の有無に係らず）に地域保健・健康増進事業報告と同様の形式で受診者数、要精検者

数等を報告していただき、HPV検査による子宮頸がん検診の精度管理状況の実態把握及び
分析を行います。 

 
４．事業対象 
	
 平成 25年度子宮頸がん検診において、HPV検査を実施した下記①②の自治体すべてが
対象となります。 
①研究（青木班）にご参加いただいた市区町村 
②①以外の HPV検査実施市区町村（細胞診併用検査を含む） 

 
５．調査（事業報告）について 

  調査の流れ（フロー図）は次頁をご参照ください。 
 
 
６．事務局： 

独立行政法人 国立がん研究センター	
  
がん予防・検診研究センター 検診研究部長 斎藤 博（担当 小和田/ 松田） 
Email:uterus-report@ml.res.ncc.go.jp   FAX:03-3547-5350   

実施時期： 平成 26年 12月（予定） 

調査内容： 
 
 
 
 

通常の地域保健・健康増進事業報告と同様の形式で報告していただきます。た

だし、平成 25 年度子宮頸がん検診において、細胞診のみ単独で実施した場合
の事業報告につきましては、本調査の対象外となります。通常の地域保健・健

康増進事業報告で実施してください。 

調査方法： 
 

Webサイトを利用した調査票の配布と回答返送を予定しておりますが、詳細は
別途ご案内させていただきます。 
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【調査の流れ】 

 
① 研究（青木班）参加の市区町村 

 

 
 
② 上記①以外の HPV検査実施市区町村 

 

 
 
*	
 調査（事業報告）の開始にあわせてコールセンターを設置いたします。	
 	
 

	
 	
 詳細は決まり次第ご連絡いたします。	
 

	
 

 

（青木班参加）
対象市区町村

＜事務局＞
国立がん研究センター

検診研究部

4.入力後のファイルの回収

ＨＰ
『自治体のためのがん検診
精度管理支援のページ』

2.事業報告ファイル
のダウンロード

3.入力後の事業報告
ファイルを登録

1.調査（事業報告）依頼

問い合わせ
（メール・電話*等）

1. 対象市区町村把握
のための調査依頼

（青木班参加以外）
対象市区町村

各都道府県

＜事務局＞
国立がん研究センター

検診研究部

3.調査（事業報告）の事前周知

7.入力後のファイルの回収

ＨＰ
『自治体のためのがん検診
精度管理支援のページ』

5.	
  事業報告ファイル
のダウンロード

6.	
  入力後の事業報告
ファイルを登録

2. 対象市区町村
の報告
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